
静岡県漁業調整規則第３７条（体長等の制限）に規定された水産動植物の体長等について

１．下の表のものをとってはいけません。

名称 大きさ

いせえび 眼の付根から尾端まで

 

１３ｃｍ以下

 

（図①）

あわび 殻長

 

１１ｃｍ以下

 

（図②）

とこぶし 殻長

 

５ｃｍ以下

 

（図②）

さざえ 殻蓋の径

 

３ｃｍ以下

 

（図③）

うなぎ 全長

 

１３ｃｍ以下

 

（図④）

真珠貝 殻長

 

６ｃｍ以下

 

（図⑤）

はまぐり 殻長

 

３ｃｍ以下

 

（図⑤）

あさり 殻長

 

２ｃｍ以下

 

（図⑤）

ぶり 全長

 

１５ｃｍ以下

 

（図④）

２．大きさは下の図のように測定します。
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図①

 

眼の付根から尾節の末端までの距離をいう（体長）。

画像提供：静岡県水産技術研究所

殻長殻長

図②

 

殻の径の最大距離をいう。 図③

 

殻蓋の径の最大距離をいう。

図④

 

吻端から尾鰭の末端より垂下した直線に至るまでの距離をいう。

全長全長

図⑤

 

殻の前縁と後縁の最大距離をいう。

殻長殻長

３．注意事項

規則第３７条に違反した場合には、同規則により罰則（６ヶ月以下の懲役若しくは１０万円以下の罰金、又はこれ

 

を併科）が科せられることがあります。

問合せ先

静岡県経済産業部水産業局水産資源課

TEL ０５４－２２１－２７３８

FAX ０５４－２２１－３２８８
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